
 

議案第２６号 
 
 

専決処分の承認について（令和７年度岬町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第２次）） 
 
 
　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別

紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を

求める。 
 
 
　　令和８年６月３日提出 
 
 

岬町長　田　代　　　堯　　 
 



専 決 処 分 書 
 
 
　地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 
 
 

令和７年度岬町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２次） 
 
　　　　（別紙のとおり） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（理　由） 
　令和７年度岬町後期高齢者医療特別会計決算（見込）において、不用額及び

後期高齢者医療保険料の増加に伴い、後期高齢者医療保険料納付金に係る補正

予算を調製し、議会の議決を経る必要が生じたが、議会を招集する時間的余裕

がないため、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分する。 
 
　　　令和８年３月３１日専決 
 

岬町長　田　代　　　堯　
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